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(4)施策の役割分担　（住民と行政との役割分担）

ア）住民の役割　（住民・地域・団体・事業所が、自助・共助でやるべきこと） イ）行政の役割　（市・県・国がやるべきこと）

◇住民は、税金や受益者負担等の納付義務を果たす。住民自らできることは
自身で行なう（自助）。行政の執行状況をチェックする。
◇住民・団体・事業所は、基本計画で掲げた施策の目標達成に向け、それぞ
れの役割を果たす。

◇市は、市の財政状況を公開し、住民が理解できるようにする。身の丈に
あった行財政規模を実現する。職員の資質の向上をはかる。
◇国・県は、財政健全化の指標など共通の基準や制度を整備する。ま
た、財政状況に応じ起債を制限する。
◇地方創生総合戦略、人口ビジョンを策定し、将来の市の指針を作成。
◇税負担公平性の維持
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施策
関係課

総務課、管財課、税務課、収税課、経営企画課、会計課、議会事
務局、監査員事務局、公平委員会事務局

１.　現状把握     Plan→Do
(1)施策の目的と指標
① 対象　（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 対象指標名称　（対象の大きさを表す指標）　数字は記入しない (単位)

◇市の行財政
◇市の職員
◇総合計画に掲げた市の将来像

歳出決算額(見込み値:長期・中期財政計画の数値) 百万円

職員数（定員管理調査４．１現在） 人

基本計画の施策の本数 本

② 意図　（対象をどういう状態に変えるのか） ④ 成果指標名称　（意図の達成度の指標）　数字は記入しない (単位)

◇(市の行財政が)将来にわたって安定した市民サービスを提供できる構造に
なる。
◇(市の職員の)公務能力が高まって主体的に行政運営ができるようになる。
◇(市の将来像が)計画どおり実現する。

市税収納率（現年度） ％

将来負担比率 ％

一般会計経常収支比率 ％

人

％

⑤ 成果指標設定の考え方 ⑥ 成果指標の取得方法
◇将来の行財政の安定性や弾力性を示す指標として、市税収納率（現年度）、
将来負担比率および一般会計経常収支比率を設定する。

◇市税収納率は、 収税課より把握。
◇将来負担比率と一般会計経常収支比率は財政統計調査により把握。

(2)指標・事業費等の実績推移と目標値
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

実績、決算 実績、決算 実績、決算 実績、決算 実績、決算 実績、見込み 最終目標

対
象
指
標

a
歳出決算額(見込み値:長期・中期
財政計画の数値)

百万円
見込み値 27,046

実績値 32,139

b 職員数（定員管理調査４．１現在）

29,971 31,780 35,353 33,744 32,084

31,801 31,414 35,407 37,655

人
見込み値 645 641 629 617 620

実績値 648 637 628 622 622

c 基本計画の施策の本数 本
見込み値 28 28 25 25 25

実績値 28 28 25 25 25

成
果
指
標

d 市税収納率（現年度） ％

成り行き値 94.9

目標値 97.1

実績値 96.0

95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

97.2 96.5 96.7 96.9 97.2 97.4

96.4 96.4 96.8 96.9

e 将来負担比率 ％

成り行き値 150.0 160.0 100.0 110.0 121.0 133.0 146.0

目標値 112.3 112.3 98.0 100.1 98.6 102.7 103.6

実績値 85.8 75.7 74.4 81.5 77.6

f 一般会計経常収支比率 ％

成り行き値 89.0 90.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0

目標値 86.0 86.0 89.0 88.0 89.0 89.0 89.0

実績値 81.8 87.1 84.8 88.4 89.0

g 人

成り行き値

目標値

実績値

h ％

成り行き値

目標値

実績値

施策コスト

施策に関係する
事務事業の
コストの合計

（評価外を含み、
繰越分を除く）

事務事業数 本 47 47 46

事業費  （A） 千円 11,695,999 9,938,646 336,558 493,050 415,739

うち一般財源　(A') 千円 10,064,620 8,986,708 308,347 381,196 410,799

人件費  (B) 千円 463,411 436,761 445,303 459,108

トータルコスト (A＋B)  （C） 千円 12,159,410 10,375,407 781,861 952,158 884,119

10,528,031 9,423,469 753,650 840,304 879,179

468,380

(3)施策の目標設定の根拠　（水準の理由と前提条件）

●後期基本計画策定に伴い成り行き値、目標値の再設定を行った。
◇市税収納率（現年度）：成り行き値は、H23年度実績値を据え置く。目標値は、第2次行革大綱を基にH25年度を96.5%と設定し、最終年度（H29)に97.4%と
なるよう設定。
◇将来負担比率:成り行き値は、25年度を100％として毎年10%上昇で設定。目標値は中期財政計画により設定。
◇経常収支比率:成り行き値は、25年度を基本に毎年1％増と予測。目標値は中期財政計画を参考に設定。

うち一財 (A'＋B)  （C'） 千円
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）

(2)施策の対象を、目標に導くための次年度の手段

３.後期基本計画の取り組み方針（29年度）     Action

(1)現状と課題から導き出した次年度の取り組み方針

(5)環境変化　（対象者や根拠法令等は５年前と比べてどう変わったのか？) (6)関係者の意見・要望　（住民、議会、対象者、利害関係者等）

◇H24年度から第一次笛吹市総合計画後期基本計画を策定している。
◇H26年度に第3次行革大綱を策定した。◇H21年度からコンビニ収納
を開始した。◇Ｈ27年度からクレジット納付を開始した。◇H28年度まで
都市計画税の課税猶予期間を延長した。◇市議会議員の定数を削減し
ている。（H20年において30→24、H24年において24→21。）◇合併特
例債の発行期限が5年間延長（平成31年度まで）された。

◇議会からは今後の市の財政状況の見通し及び合併特例債の活用計画についての質
問があった。
◇税の未納者対策の強化を住民及び議会から指摘されている。
◇「格差や偏りがある。税金を有効に使って貰いたい」、「行革のあおりを受けて市役所
で働く人数が減ってきている。必要な課には人員が増加するような取り組みも大切」など
の意見をいただいている。

2. H27年度の施策の実績　　　Check
(1)施策の成果実績
① 目標達成度評価　（前年度目標値と実績値との比較） ⇒左記の背景として考えられること

　目標値より高い実績値だった ◇市税収納率（現年度）は、目標値96.9%に対して実績値96.9%（見込）であった。(山梨
県滞納整理推進機構の事業により、県税事務所から３名の派遣を受け、給与先催告及
びタイヤロック予告書等の新たな手法を導入し、積極的に滞納の解消に努めた。)
◇将来負担比率は、目標値98.6%に対して実績値77.6%（見込）と低い数値であった。
（充当可能財源（充当可能基金）が増加したため27年度は低下している。）
◇一般会計経常収支比率は、目標値89.0%に対して実績値89.0%（見込）であった。（目
標値とは突号してはいるが、前年度より上昇。繰出金、公債費などへの充当一般財源
の増加している。）

　目標値どおりの実績値だった

　目標値より低い実績値だった

② 時系列比較　（過去３ヵ年の比較） ⇒左記の背景として考えられること

　成果がかなり向上した ◇市税収納率（現年度）は、H25年度96.4%、H26年度96.8%、H27年度96.9%となってい
る。(県及び山梨県滞納整理推進機構との連携強化により、職員の派遣・出向を通じ滞
納整理及び徴収技法のノウハウを学び、毎年収納率も向上している。)
◇将来負担比率に関しては、H25年度74.4%、Ｈ26年度81.5％、H27年度77.6％(見込)
となっている。（将来負担額（地方債現在高）の増加しているものの充当可能財源（充当
可能基金）が増加したため27年度は低下している）
◇一般会計経常収支比率に関しては、H25年度84.8%、Ｈ26年度88.4％、H27年度
89.0％(見込)となっている。（公債費及び繰出金等への一般財源充当額の増加により上
昇している。）

　成果がどちらかと言えば向上した

　成果はほとんど変わらない（横ばい状態）

　成果がどちらかと言えば低下した

　成果がかなり低下した

③ 他自治体との成果実績値の比較 ⇒左記の背景として考えられること

　他自治体と比べてかなり高い成果水準である ◇H26年度の市税収納率(現年)は、笛吹市96.8%で、南ア市98.2%、甲斐市98.4%、山梨
市97.8%、甲州市99.0%(合併当初は、他の自治体と比較できないほど収納率は低かっ
た。現在も相変わらず低位であるが、固定資産税以外は最下位を脱出するなど、年々
確実に収納率は向上している。)
◇H26年度の将来負担比率は、笛吹市81.5%で、南ア市1.0%、甲斐市24.7%、山梨市
115.3%、甲州市132.4%。
◇H26年度の一般会計経常収支比率は、笛吹市88.4%で、南ア市83.9%、甲斐市
84.9%、山梨市86.5%、甲州市89.8%。
(将来負担比率及び経常収支比率については、山梨県公表の平成26年度財政状況資
料集の数値を記載。)

　他自治体と比べてどちらかと言えば高い成果水準である

　他自治体と比べてほぼ同水準である

　他自治体と比べてどちらかと言えば低い成果水準である

　他自治体と比べてかなり低い成果水準である

　　自治体名⇒ 南アルプス市、甲斐市、山梨市、甲州市

(2)施策のコスト実績　(対象１単位当たり又は住民一人当たりのコスト）

対象指標名称⇒ 笛吹市の人口 (単位) 25 年度 26 年度 27 年度 効率性評価

　*対象指標実績値　 (D) （１枚目の 人 71,724 71,132 70,749 ◇平成27年度はふるさと納税事業及び臨時的任用職員
関係事務等が増となったが、選挙事業及び公有財産管
理事業等の減により、事業費は減少している。
◇人件費率は、H26年度48.21%に対して、H27年度
52.98%から効率は低下している。

　*対象１単位当たり事業費 （１枚目 A / D ) 円 4,692 6,931 5,845

　*対象１単位当たり人件費 （１枚目 B / D ) 円 6,209 6,454 6,585

◇行財政改革の推進:行政評価システムの推進、第３次行財政改革の推進
◇健全な財政基盤の確立:市税及び使用料の確保、国県支出金の適正確保、市有財産の売却、公共施設の再配置、基金の有効活用、長・中期財政計画の整備、
歳出構造の見直し
◇普通建設事業の見直し、補助金及び負担金の見直し、特別会計等の経営健全化、納付の推進、納付の環境整備、徴収体制の見直し、公共施設の適正配置
◇職員の適正配置、組織体制の再編、アウトソーシングによる事務の効率化、交付税算入率の高い起債利用、都市計画税の課税
◇早期の財産調査の実施、クレジット納付活用推進による、滞納額の増加防止、現年納付優先の徹底、固定資産税の収納対策強化

◇行財政改革の推進◇健全な財政基盤の確立
◇市税等自主財源の確保及び税負担の公平性確保のため、県の滞納整理推進機構と連携を深め、さらなる徴収強化を図るとともに、早期の財産調査実施により滞
納処分の執行停止処分の適用にも努める。
◇監査員の知識の習得、技術の向上のため、研修会等を重ねる。研修会等への参加で知識を深めることにより、監査業務の充実を図る。◇議会、委員会のあり方
や市民への公開など、議員の自主的改革に取り組む。◇公平委員の知識の習得、技術の向上のため、研修会等を重ねる。研修会等への参加で知識を深めること
により、公平委員会業務の充実を図る。

(3)施策の現状と課題の総括
◇行財政改革の推進としては、H25年度に第３次行財政改革大綱の策定を進めている。また、行政評価(施策・事務事業)による検証により事業を振り返ると共に改
善策を考え、次の計画へ反映させる推進を図っている。◇健全な財政基盤の確立としては、歳入では、市民税・固定資産税等は徴収強化により微増。また、平成28
年度までの都市計画税の課税猶予による影響、平成２７年度以降普通交付税の一本算定化による漸減していくことから、財政の健全化にむけて、市税の増収政策
に取り組む必要があります。歳出では、高齢化社会の進展に伴う各種社会保障費の増加、特別会計への繰出、臨時財政対策債及び合併特例債の活用に伴う公債
費の増加などにより、財政規模が年毎に上昇している。将来の負担にならない範囲での合併特例債の有効活用、優先すべき事業の選択と集中を図っていく必要が
あります。◇経常収支比率は、平成２6年度の88.4％から平成２7年度には89.0%に上昇し、財政の硬直化が進行しつつあると判断できます。引き続き減少を目指して
取り組む必要があります。◇将来負担比率は、類似団体と比べやや高い水準にあり、借金割合が高い状況と判断できます。引き続き減少を目指して取り組む必要が
あります。
◇笛吹市の市税等の収納率は、年々向上しているものの、平成26年度決算において県内市町村のなかで最下位であった。なかでも、本市は固定資産税の収納率
が極めて低い状況であることから、本税における収納対策が急務である。固定資産税が課税されている場合、必ず土地・建物等の不動産を所有していることになる
が、当該資産の差押を考えた場合、既に抵当権が設定されていたり、生活困窮の恐れがあるため、当該資産の滞納処分は執行し難いところである。また本税の滞納
は高額な案件が多い状況であることから、今後、滞納者との接触・交渉機会を増やし、換価の猶予等を活用し、分割納付を推進して行く必要がある。
◇行財政運営が適法にかつ効率的に執行されているか、市民の行政に対する関心も高まっている中で、監査の質が求められている。監査対象の増大により監査委
員、事務局職員の研修等により質の向上が必要となる。◇公営企業会計における複式簿記制度に対する研修や外部監査導入の手法など検討課題がある。◇二元
代表制としての議会が多様な民意を反映した機関として、その活動を広く周知することがさらに必要であり、そのための事務局の重要性もさらに高まってきている。◇
議会広報の発行は、議会終了後の翌月発行として県内でも最も早く発行しているほか、テレビの録画中継、インターネットでの配信等、様々な方法で市民への広報
を行っている。◇議会報告会を開催し、議会の活動報告と市民との意見交換を行っている。◇議会への市民の傍聴者が増加するような市民の関心が高い内容を含
めた質問等工夫が必要であり、さらに議会が積極的に市民の声を聴く議会報告会、意見交換会などを複数開催することで市民の関心を高める取り組みを進めること
が必要になる。◇公平委員としての資質向上、対応能力を高める。現在は職員からの申し立て件数も多くはないため、知識の取得、審査技術の向上のための研修
を重ねている。◇公平委員会業務の適正な事務処理を行うために、積極的に研修等を受ける中で、公務員制度の理解を高め、職員の不利益が発生しないよう対応
を進めている。

　*対象１単位当たりトータルコスト （１枚目 C / D ) 円 10,901 13,386 12,429
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